
避難行動要支援者支援制度に係る要支援者への新たな対応について 
 

１ 避難行動要支援者支援制度の概要 
 

〇災害時に自力で避難することが困難な要介護者や障がいのある方など「避難行動要支援者」の名
簿を市が作成。（※要件に該当する方を自動的に名簿に登録） 

〇いざという時の円滑かつ迅速な避難支援等の実施に結び付けるため、平時からの情報提供に同意
した方の名簿情報を地域の関係者に提供し、情報を共有。 

 

２ 現状・課題と今後の対応 
 

現状 

・課題 

〇情報提供の同意取得率が低い … 50％程度に留まる。約半数が情報共有されていない。 

〇個別避難計画の実効性が低い … 本人の現況報告をそのままを計画としている。 

 

今後の対応 〇災害時の危険性が高い要支援者については、市が個別避難計画を作成 

 

【参考】令和３年５月災害対策基本法の改正により個別避難計画の作成が努力義務化 

 

３ 個別避難計画の作成に向けた基本的な考え方 
 
 危険エリアに居住する全ての要支援者が、災害時に、避難できる体制を整備する。 

区分 対応案 優先度 

危険エリア 

(※)に居住 

自力で避難できない 全ての要支援者の個別避難計画を作成する。 高 

▽ 

低 

自力で避難できる 要支援者の現況の把握に努める。 

危険エリア外に居住 関係者への情報提供の同意意思を確認する。 

※危険エリアを河川浸水深 50㎝以上、または、土砂災害警戒区域と設定 

※上記エリア外であっても、津波浸水想定区域の方は、同意意思の確認を急ぎ実施 

 

４ 避難行動要支援者名簿登録者の内訳（令和 3 年９且末現在） 
 

全要支援者 河川洪水浸水  土砂災害警戒区域 

 想定区域 うち 50㎝以上 (浸水 50㎝以上を除く) 

１５，１０４ ６，６０９ ５，７５０ １，１２４ 
 

 危険エリアに居住する要支援者６，８７４人を対象に自力避難可否の簡易アンケートを実施 

 

５ 新たな個別避難計画の作成方法 
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   リスクの高い地域に居住する要支援者全員の避難体制を把握  
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６ 調査内容 
 

簡易アンケート  訪問調査 
 
〇自力避難（同居家族等の支援含む）の可否 
〇災害情報の入手の可否 
〇居住する住宅の階数 
〇想定される避難先 
〇要支援者自身の移動能力（階段昇降、平面歩
行、車への移乗等） 

〇支援ありでの移動能力（階段昇降、平面歩行、
車への移乗等） 

〇避難行動支援が可能な同居者等の有無 
〇自家用車の有無 
〇入院・入所の見込み 

   
より具体的な内容を聴き取り調査 

＋ 
（支援者がいない場合） 

 

  支援体制の調整  

  〇親類や近隣住民との関係性、利用
している福祉サービス等を確認
し、支援者を調整 

〇必要に応じ、行政区等の地域関係
者と調整 

 

     

 

７ 個別避難計画作成等フローチャート 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

８ 福祉避難所受入対象調査との関係 
 

 名簿登録要件 個別避難計画作成 福祉避難所受入対象調査  

対

象

者 

介護・ 

障害 

度合 

要介護 ３～５ ３～５ ４～５ 

身体障がい 身体障害者手帳１～２級  身体障害者手帳１～２級 下肢・体幹機能障害１～２級 

知的障がい 療育手帳 A 療育手帳 A 療育手帳 A 

精神障がい 精神障害者手帳１級 精神障害者手帳１級 ― 

指定難病 指定難病で医療措置あり  指定難病で医療措置あり ― 

その他 上記以外で希望する方など 上記以外で希望する方など ― 

居住地

危険度 

浸水想定深 ― 50cm 以上 ３ｍ以上 

土砂災害 ― 警戒区域 特別警戒区域 

対象者数（９月末） １５，１０４人 ６，８７４人 ５８２人 

備考 ― 
100％の回答・調査等
の実施を目指す。 

特に危険性の高い方を
先行して実施。 

 

９ 現行の福祉避難所への避難の流れ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 今後の福祉避難所への避難の流れ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福祉避難所(協定施設)への避難福祉避難所(公共施設)への避難

３日程度 ７日程度

避難指示等 一般避難所への避難

トリアージ 

※ 自宅等から福祉避難

所への直接避難を実施

していない。 

（一般避難所への避難

後に市によるトリアー

ジが必要） 

 

福祉避難所への避難

公共施設

協定施設

あらかじめ受入対象者と 
福祉避難所を紐づけ 

(自宅等から直接避難) 

トリアージ 
(紐づけ以外の方を 
緊急に受入れ) 



 

11 福祉避難所の概要 
 

区分 公共施設（10か所） 協定施設（64か所） 

使用する施設 
概ねバリアフリー化されている宿泊可
能な施設（会議室等を利用） 

民間の事業者が運営する入所施設等 

個室での対応 不可 原則として不可（空床があれば可） 

職員の配置 あり（市職員が運営） なし（事業者が運営） 

介護人材の配置 
あり（協定に基づき社会福祉協議会よ
り派遣） 

あり（施設職員が介護を担う） 

機材の準備 
市が提供（協定に基づき福島県福祉機
器協会より貸与可） 

施設の備品を使用（不足するときは市
が提供） 

水害時の受入 
可能数(概数) 

85人（４か所） 140人（50か所） 

※ 先行して、582人に対して福祉避難所受入調査を実施し、紐づけを行う。 

※ 調査内容は、個別避難計画作成に向けた調査と同様の内容。 

 

12 福祉避難所受入フローチャート 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 スケジュール 
 

○令和４年２月：自力避難可否の簡易アンケート（6，874人） 

○    ３月：アンケート集計 

○ ３月～４月：特に危険性の高い方（福祉避難所受入対象調査関係）への訪問調査 

○    ５月：福祉避難所関係公示 

○  ５月以降：訪問調査・支援者調整（福祉避難所関係を除き、危険性の高い方から順次実施） 
   


